
給与支払報告書を eLTAXで提出する場合の注意点 

 

給与支払報告書を eLTAX で提出する事業主で、普通徴収対象の従業員がい

る場合には普通徴収切替理由書の提出を省略できます。ただし、ご使用の法定調

書作成ソフトで住民税徴収方法を「普通徴収」で登録し、摘要欄に普通徴収の理

由の符号（普 A～Ｆ）を入力していただきますようお願いします。 

符号の入力がない場合、徴収方法を「普通徴収」としていても特別徴収として

処理しますのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通徴収の理由の内容は、今回同封している「普通徴収切替理由書兼仕切書」

をご確認ください。 

 

※ご使用の作成ソフトによっては入力方法が異なる場合があります。 

普 D 

両方の欄に記載がない場合は、

特別徴収として処理されます。 


